
松山市軟式野球連盟規約 

 

第１章 総 則 

（名 称） 

第 １条 この連盟は、松山市軟式野球連盟（以下「本連盟」といい、ＭＲＢＢ（略称）

と称する。（愛媛県軟式野球連盟及び、（公財）松山市スポーツ協会に属する。 

（事務所） 

第 ２条 本連盟は、松山市内に事務局を置く。 

（目 的） 

第 ３条 本連盟は、松山市及びその周辺地域のアマチュアスポーツを正しく指導普及し、 

健全な発展を図るとともに、軟式野球を通して体力の向上とスポーツマンシップをかん養

することを目的とする。 

（組 織） 

第 ４条 本連盟内に、以下の会員を置く。 

２ 会員組織は次のとおりとする。 

（１）普通会員 規定の分担金並びに登録料を納入した支部及び、登録チーム 

（一般・少年・学童・壮年・シニア・還暦） 

（２）特別会員 本連盟の主旨に賛同するもの 

３ 部会に関する取り決め事項は別に定める。 

（加 盟） 

第 ５条 本連盟へ加入しようとするものは、理事会の承認を得なければならない。 

（事 業） 

第 ６条 本連盟は、その目的を達成するために次の事業を行う｡ 

（１）軟式野球大会の主催及び、後援 

（２）愛媛県軟式野球連盟が主催及び、後援する各種大会への参加 

（３）自治体、体育協会等、外部団体から委託された各種大会の運営 

（４）軟式野球の普及発展に関する指導及び、調査研究 

（５）少年野球の振興に関する事業 

（６）審判講習会、研修会の開催及び、派遣 

（７）その他、本連盟の目的達成に必要と認める事項 

第２章 役 員 

（役員の構成） 

第 ７条 本連盟に次の役員を置く。 

（１）会 長     １名 



（２）副会長    若干名 

（３）理事長     １名 

（４）副理事長   若干名 

（５）事務局長    １名 

（６）会  計    １名 

（７）事務局長補佐 若干名 

（８）常任理事   若干名 

（９）理  事   若干名 

（10）監  事    ２名 

２ 前号に定める以外に専務理事及び、顧問、参与を置くことができる。 

（役員の選出） 

第 ８条 本連盟の役員の選任は次のとおりとする。 

１ 会長、副会長は理事会において推挙し、総会において選任する。 

２ 理事長、副理事長、事務局長、会計、事務局長補佐、常任理事は、理事の互選により

定める。 

３ 理事は次に掲げる者とする。 

（１）一般の部から選出された者 

（２）少年の部から選出された者 

（３）学童部から選出された者 

（４）友好リーグから選出された者 

（５）審判部から選出された者 

（６）強化部から選出された者 

（７）放送部から選出された者 

（８）還暦部から選出された者 

（９）総会の承認を得て、会長がこれを委嘱した者 

（10）監事は総会において選出し、会長がこれを委嘱する。 

（11）顧問、相談役、参与は理事会において推挙し、会長がこれを委嘱する。 

（役員の任務） 

第 ９条 本連盟の役員の任務は次のとおりとする。 

１ 会長は、本連盟を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その任務を代行する｡ 

３ 理事長は、会長及び、副会長を補佐し、理事会を代表して理事会の議決に基づき会務

を執行する。但し、専務理事を置く場合の任務は会長が委嘱する。 

４ 副理事長は、理事長を補佐する。 



５ 事務局長は、本連盟の事務処理を行う。 

６ 会計は、本連盟の経理処理を行う。 

７ 事務局長補佐は、事務局長を補佐する。 

８ 常任理事は、常任理事会を組織し緊急を要する事項の審議を行い、次の理事会に 報告

承認を得ることとする。 

９ 理事は、理事会を組織し、本連盟の運営にあたる。 

１０ 監事は、本連盟の財務を監査する。 

１１ 顧問、相談役、参与は、本連盟の重要事項について会長の諮問に応じ、会議へ出席

して意見を述べることができる｡ 

１２ 愛媛県軟式野球連盟理事、評議員その他、上部役員については、本連盟の理事会 に

おいて決定する。 

（役員の任期） 

第１０条 本連盟の役員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。なお、欠員が生じ

た場合は直ちに補充選任し、その任期は前任者の残任期間とする。 

２ 本連盟の会長以下、役員の定年を７５歳とする。但し、任期途中に定年を迎える場合

は、任期満了日をもって任期とする。但し、会長が特別に認めた場合に限りその任期を１

期のみ延長することができる。 

第３章 会 議 

（会議の名称） 

第１１条 本連盟の会議は次のとおりとする。 

（１）総会 

（２）理事会 

（３）常任理事会 

（４）三役会 

（５）松山市軟式野球連盟審判部会（以下「審判部会」という。） 

（６）松山市軟式野球連盟学童部会（以下「学童部会」という。） 

（総 会） 

第１２条 総会は第７条の役員及び、本連盟登録会員チームの代表者をもって組織する。 

２ 毎年１回会長が召集し次の事項を議決する。但し、会長が必要と認めたときは、臨時

に召集することができる。 

（１）規約の改正 

（２）事業計画及び、予算に関する事項 

（３）事業報告及び、収支決算に関する事項 

（４）役員の選出 



（５）理事会に委任すべき事項 

（６）その他、会長が認めた事項 

（理事会） 

第１３条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局長補佐、会計、

常任理事、理事、監事をもって組織し、必要に応じ会長が召集する。 

２ 総会において提起を受けた事項を審議する｡ 

（常任理事会） 

第１４条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、会計、事務局長

補佐、常任理事をもって組織し、必要に応じ会長が召集する。 

（三役会） 

第１５条 三役会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、会計をもって組織し、

必要に応じ会長が召集する。 

（審判部会） 

第１６条 審判部会は「愛媛県軟式野球連盟審判部会規約」に基づき、必要に応じて審判

部長が召集し、議長となる｡ 

２ 審判部会に関する事項は、理事会に報告し承認を得ることとする｡ 

（学童部会） 

第１７条 学童部会は「愛媛県軟式野球連盟学童部会規約」に基づき、必要に応じて理事

長が召集し、議長となる。 

（議事の運営） 

第１８条 総会、理事会及び、常任理事会、三役会の議決は会長が主宰し、出席者の過半

数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

第４章 会 計 

（経 理） 

第１９条 本連盟の経理は次のとおりとする。 

（１）会費 

（２）助成金 

（３）補助金 

（４）委託料 

（５）寄付金 

（６）事業収入及び、その他の収入 

（会計年度） 

第２０条 本連盟の事業年度及び、会計年度は、毎年１月１日から１２月３１日とする。 

（予算と決算） 



第２１条 本連盟の予算は、理事会の議決を経ることを要し、決算は監事の監査を経たう

えで総会の承認を受けるものとする。 

第５章 事務局 

（事務局） 

第２２条 本連盟の事務を処理するため事務局をおく。 

２ 事務局に事務局長、事務局長補佐及び、その他必要な職員を置くことができる。 

３ 事務局に関する事項は別に定める。 

付 則 この規定は昭和５７年 ６月 ９日から施行する。 

一部改定 平成 ３年 ２月１６日から施行する。 

一部改定 平成 ９年 ２月２２日から施行する。 

一部改定 平成１１年 ２月２０日から施行する。 

一部改定 平成１４年 ２月２３日から施行する。 

一部改定 平成１７年 ２月２６日から施行する。 

一部改定 平成１８年 ２月２５日から施行する。 

一部改定 平成２８年 ２月２０日から施行する。 

一部改定 令和 ２年 ２月２９日から施行する。 

一部改定 令和 ８年 ３月７日から施行する。 

 


